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道路運送法平成 18年改正による自家用有償運送の緩和に係る概要

【運行形態】

【集合 or貸切および定員】 :ヽ路線バス等

【輸送の対象】 ):不 定鶏バス等
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出典 :国 土交通省 九州運輸局 平成 28年 3月  「地域公共交通はじめの一歩 !」

『 自家用有償旅客運送』 とは…

○平成 18年の道路運送法改正により『自家用有償旅客運送』が緩和され、白ナンバー車両

を公共交通に活用 しやす くなりましたが、あくまでも例外規定であることに留意する必

要があります。

(運輸事業者が対応できない場合で、協議会の合意があったときのみ )

○自家用有償旅客運送には以下の 4種類があり 「ヽ乗合」の可否や「会員登録 (会員名簿)」

の要否などの条件が異なります。

滞在者や会員以外も利用可能
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市町村運営有償運送
●『道路運送法.1:こ基づく「地域公共交通会議」
の合意のもと、地域住民の生活に必要な旅客
輸送確保のため、市町村が運送を行うもの。

非営利活動法人による運送
●『道路運送法』に基づく「運営協議会」の合
意のもと、NPOや社会福祉法人等の非営利活
動法人が運送を行うもの。

自家用有償旅客運送 (白ナンバー)

交通空白地域において、地域住

民の生活に必要な輸送の確保が

困難な場合、市町村が自ら行う
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NPO法人等が行う輸送サービス
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身体障害者等に対する外出支援

のために市町村が自ら行う輸送
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公共交通の利用が困難な高齢者

等の通院・レジャー等のために

NPO法人等が行う輸送サービス
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出典 :国 土交通省 九州運輸局 平成 28年 3月  「地域公共交通はじめの一歩 !」

道路運送法の事業区分
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